
[資源循環局]  10款２項４目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

55 産廃管理費 19,725 7,115 14,025 1,465 5,700 5,650

56 排出事業者指導費 4,492 4,489 4,456 4,454 36 35

57 PCB適正処理推進費 40,516 9,544 45,405 7,943 △ 4,889 1,601

58
不適正処理監視・指導
強化事業

20,131 20,028 19,879 19,793 252 235

59
南本牧廃棄物最終処分
場埋立事業

146,962 △ 367,042 143,511 △ 370,493 3,451 3,451

60
南本牧最終処分場産業
廃棄物関係事業

1,460 0 2,246 0 △ 786 0

61
戸塚区品濃町最終処分
場特定支障除去等維持
事業

107,599 72,848 120,717 95,317 △ 13,118 △ 22,469

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

計 340,885 △ 253,018 350,239 △ 241,521 △ 9,354 △ 11,497

事　業　計　画　書　目　次
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新
規
・
拡
充

計画
書頁 事　　業　　名

令和６年度 令和５年度



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

産廃管理費

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

            19,725令和6年度             12,610                  0              7,115                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            14,025

               5,700

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             1,465

               5,650

            13,111             11,371

             8,314

            19,725             19,725             19,725

                 0

               230

             9,574

               730

            -1,167

             1,524

             7,115              7,115              7,115

            12,560

                  50

廃棄物処理法及び自動車リサイクル法に基づく許可申請に対する審査や処理業者等の指導、最終処分場の環境モニタリング等を行うこ
とで産業廃棄物の適正処理を確保します。また、課内における共通経費を執行し、事務事業の効率化を図ります。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          実施           実施           実施               実施           実施           実施           実施
適正処理指導

実績           達成           達成ー

          実施          実施          実施              実施          実施          実施          実施

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

適正処理の浸透

          達成          達成実績ー

法の定める要件に適合しているか審査を行い、適正な許可事務を行います。また、産業廃棄物処理業者等への指導、処分場のモニタリ
ング等の実施により産業廃棄物の適正処理を進めるとともに不法投棄等不適正処理の未然防止を図ることで、生活環境の保全に寄与し
ます。

事業目的

廃棄物処理法において、都道府県（及び政令市）は「区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行われる
ように必要な措置を講ずることに努めなければならない」（法第４条第３項）とされています。自動車リサイクル法においても同様で
す。このため、本市は、産業廃棄物の処理が適正になされるよう許可や届出に係る事務及び適正処理指導等を行い、もって生活環境の
保全を図るという法の目的を達成する必要があります。背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例、同根拠法令・方針決裁等
規則・使用済自動車の再資源化等に関する法律

令和5年３月31日現在　許可登録件数
　① 産業廃棄物処理業　393件
　② 自動車リサイクル法登録業　429件
　③ 自動車リサイクル法許可業　 40件

根拠・データ等

昭和46年度～　廃棄物処理法に基づく許可事務、許可業者への適正処理指導等
平成３年度～　廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設の規制強化
　　　　　　　（産業廃棄物処理業許可の更新制の導入、産業廃棄物処理施設の許可制度導入）
平成16年度～　自動車リサイクル法に基づく許可事務、許可業者への適正処理指導等

事業スケジュール

昭和46年度事業開始年度

1
5年度6年度

適正処理指導費

細事業(事業内訳）
1              2,481              2,540                 ▲59 単価の減

共通経費
2             17,244             11,485                5,759 人件費の増

            19,725             14,025                5,700

1事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

茶山 修一 入間田 浩子 藤村 綾



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

排出事業者指導費

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

             4,492令和6年度                  3                  0              4,489                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             4,456

                  36

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             4,454

                  35

             4,775              4,717

             3,826

             4,492              4,492              4,492

                 0

             4,775

             2,354

             2,354

             4,716

             3,824

             4,489              4,489              4,489

                 2

                   1

良好な生活環境を保全していくため、産業廃棄物の排出事業者に対して保管基準、処理基準、委託基準等の順守や廃棄物の資源化等を
指導・啓発することにより、産業廃棄物の適正処理や３Ｒを進めます。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

           600            600            600                600            600            600            600
事業所立入件数

実績            645            534件

        10,000        10,000        10,000            10,000        10,000        10,000        10,000

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

届出件数（排出事業
者関連）

         9,999        11,113実績件

産業廃棄物を適正に処理する責任がある排出事業者への立入指導や届出指導、説明会の実施等により、適正処理及び３Ｒを推進するこ
とで、持続可能な循環型社会の構築を目指します。

事業目的

近年、日本における産業廃棄物の排出量は年間約４億トン前後で推移しており、最終処分場のひっ迫や不法投棄を始めとした不適正処
理等が継続的な課題となっています。
横浜市においても15万を超える事業所から年間約１千万トンもの産業廃棄物が発生しており、適正処理や３Ｒの推進が求められていま
す。背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措根拠法令・方針決裁等
置法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例、横浜市生活環
境の保全等に関する条例、神奈川県廃棄物処理計画

産業廃棄物排出事業所登録データ、廃棄物処理法等に基づく報告（管理票交付等状況報告書、情報処理センター登録報告等）、立入指
導実績等

根拠・データ等

昭和46年度～　排出事業者指導等　
平成14年度～　建設リサイクル法届出審査等

事業スケジュール

昭和46年度事業開始年度

1
5年度6年度

排出事業者指導費
細事業(事業内訳） 1              4,492              4,456                   36

             4,492              4,456                   36

2事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

大島 貴至 竹内 祐平 樽井 友理江



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

ＰＣＢ適正処理推進費

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

            40,516令和6年度             30,972                  0              9,544                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            45,405

             ▲4,889

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             7,943

               1,601

           197,606             16,027

            21,577

             8,000              8,000              8,000

                 0

           197,432

           153,407

           153,398

            15,835

            11,559

             8,000              8,000              8,000

            37,462

             ▲6,490

　昭和43年に発生した「カネミ油症事件」などを契機に製造・輸入・使用が原則的に禁止されているポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣ
Ｂ」という。）について、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に定められた処分期間内にＰＣＢ廃棄物の処理を終了
します。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

  適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導       適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導
保管等状況届出

実績          1,126          1,007件

             0           300           300               300           300           300           300

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

低濃度ＰＣＢ廃棄物
（変圧器・コンデン
サー）の処理実績

            ー           569実績台

『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』に基づき、令和９年３月末までに、横浜市内の事業者が保管す
るＰＣＢ廃棄物が適正に処理されるよう指導を行うこと。また、庁内で保管するＰＣＢ廃棄物の計画的な処理を行うこと。

事業目的

　ＰＣＢは人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であり、国際的には『残留性有機汚染物質に関するストックホ
ルム条約』が採択され、令和７年までに使用を全廃し、令和10年までに適正な処理を行うことが定められています。
　国内では、平成13年７月に『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』が制定され、国が中間貯蔵・環境
安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）を活用して高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理施設を整備し、施設が立地する地方公共団体や地域住民の理解
を得て処理を行っています。　処理にあたっては、同法に基づき国が定める基本計画において、施設が立地する地方公共団体との約束
を踏まえて設定された「計画的処理完了期限」までに処理を行うこととされ、そのために同法では、「計画的処理完了期限」より一年

背景・課題

前に設定された「処分期間」までの処理の義務付けや行政による代執行等の規定が設けられています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、横浜市ポリ塩化ビフェニル根拠法令・方針決裁等
廃棄物適正管理要綱

市内事業者のＰＣＢ廃棄物処理状況
○高濃度ＰＣＢ廃棄物の未処理台数（令和４年度末現在）
　・トランス・コンデンサー：０台
　・安定器・小型コンデンサー等：41,821台
○低濃度ＰＣＢ廃棄物の未処理台数（令和３年度末現在）
　　1,131台

根拠・データ等

・平成13年度：ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行
・平成16年度：拠点的広域処理施設操業開始
・平成28年度：市内事業者向け掘り起こし調査開始
・令和４年度：高濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間終了
・令和８年度：低濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間終了事業スケジュール

平成13年度事業開始年度

1
5年度6年度

保管事業者指導等

細事業(事業内訳）
1              7,630              7,888                ▲258 広告料等の精査による減

庁内処分
2             32,886             37,517              ▲4,631 想定廃棄物量の減による

            40,516             45,405              ▲4,889

3事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

大島 貴至 湯川 直樹 茂木 杏奈



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

不適正処理監視・指導強化事業

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

            20,131令和6年度                103                  0             20,028                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            19,879

                 252

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            19,793

                 235

            21,277             20,901

            17,286

            20,131             20,131             20,131

                 0

            21,223

            20,652

            20,598

            20,848

            17,227

            20,028             20,028             20,028

                86

                  17

事業系廃棄物の不適正処理に対し、迅速な対応を図るとともに、違法事案に対して県警ＯＢ職員を中心とする専従機動班が収集事務所
と連携して監視・指導を実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

            50             50             50                 50             50             50             50
総現場数

実績            112            132件

            20            20            20                20            20            20            20

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

解決現場数

            43            40実績件

本事業は、事業系廃棄物の不適正処理（不法投棄や過剰保管など）を防止するために、18区の収集事務所と県警OBを中心とした専従機
動班が連携して、監視・指導体制を強化し、事案の迅速かつ厳正な対応と拡大防止を図り、市民の良好な生活環境の保全を確保するこ
とを目的としています。

事業目的

不適正処理が行われていないか日常的にパトロールを実施し、事業系廃棄物の不法投棄・不適正処理の防止に繋げます。
また、市民から寄せられる事業系廃棄物の不適正処理に関する通報に対して、初動調査や適切な指導・継続監視を行うことで、不法投
棄や不適正処理の防止及び是正に繋げます。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等

・産業廃棄物の不適正処理等に関する苦情通報件数の推移
　令和２年度67件、令和３年度67件、令和4年度70件

・指導現場への立入調査件数
　令和２年度308件、令和３年度277件、令和4年度256件

・監視指導パトロール件数
　令和２年度258件、令和３年度319件、令和4年度196件

根拠・データ等

・平成15年度：事業開始
・平成17年度：県警OBを含む専従機動班設置

事業スケジュール

平成15年度事業開始年度

1
5年度6年度

不適正処理監視・指導強化事業
細事業(事業内訳） 1             20,131             19,879                  252 保険料率の変更による増

            20,131             19,879                  252

4事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

茶山 修一 唐沢 孝二 石坂 文緒



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

南本牧廃棄物最終処分場埋立事業

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

           146,962令和6年度            514,004                  0           -367,042                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

           143,511

               3,451

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

          -370,493

               3,451

           152,929            141,408

           141,569

           146,962            146,962            146,962

                 0

          -361,076

           151,205

            48,124

          -372,597

            24,502

          -367,042           -367,042           -367,042

           514,004

                   0

南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場において、公共事業や市内中小企業から発生する産業廃棄物の受入れを行い、効率的な埋立処分
や排水処理施設の適正な維持管理等、最終処分場の円滑な運営を行います。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          実施           実施           実施               実施           実施           実施           実施
産廃の受入れ

実績           達成           達成ー

          実施          実施          実施              実施          実施          実施          実施

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

産廃の適正処理

          達成          達成実績ー

市内の民間処分場の残容量と新規設置の困難性を考慮し、市内中小企業等から排出される産業廃棄物の受け入れを行うことで、産業廃
棄物の適正処理を推進します。

事業目的

市内の民間産業廃棄物最終処分場（１か所のみ）は受入容量が限られており、新規処分場の設置計画もないことから、市内中小企業が
産業廃棄物の搬入先に苦慮している。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等

廃棄物処理施設維持管理記録票
＜産業廃棄物の埋立量＞
令和元年度： 9,510t
令和２年度：10,219t
令和３年度： 7,895t
令和４年度： 8,773t
令和５年度： 8,773t（予定）

根拠・データ等

【第２ブロック最終処分場】
　平成５年度：埋立開始、平成29年度：埋立終了
【第５ブロック最終処分場】
　平成29年度：埋立開始

事業スケジュール

平成5年度事業開始年度

1
5年度6年度

南本牧廃棄物最終処分場埋立事業
細事業(事業内訳） 1            146,962            143,511                3,451 労務単価の増

           146,962            143,511                3,451

5事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

茶山 修一 入間田 浩子 藤村 綾



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

南本牧最終処分場産業廃棄物関係事業

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

             1,460令和6年度              1,460                  0                  0                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             2,246

               ▲786

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

                 0

                   0

             2,246              2,246

                 0

             1,460              1,460              1,460

                 0

                 0

             1,745

                 0

                 0

                 0

                 0                  0                  0

             2,246

               ▲786

　南本牧最終処分場の排水処理施設等の維持管理を適切に行うとともに、必要に応じた施設の補修を実施し、処分場周辺の環境を保全
する。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          実施           実施           実施               実施           実施           実施           実施要な補修
施設の安定稼働に必

実績           達成         未実施―

      安定稼働      安定稼働      安定稼働          安定稼働      安定稼働      安定稼働      安定稼働

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

施設の安定稼働

          達成          達成実績―

南本牧最終処分場の維持管理を適切に行い、周辺環境の保全、施設の安全・安定稼動及び長寿命化を目的とする。

事業目的

南本牧最終処分場は、横浜市で稼働する唯一の一般廃棄物最終処分場であり、埋立や雨水による水位上昇を防ぐために排水処理施設を
併設している。処分場の周辺環境に影響を与えないようにするためには定期的に補修する必要がある。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例根拠法令・方針決裁等

＜根拠とするデータ等＞
廃棄物処理施設維持管理記録票

＜施設の概要＞
南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場：（所在地）中区南本牧４番地先公有水面、（面積）164,000㎡、（開設時期）H29.10
南本牧廃棄物最終処分場：（所在地）中区南本牧４番地、（面積）210,000㎡、（開設時期）H５.11、（その他）H30.３埋立完了

根拠・データ等

＜令和２年度実績＞南本牧第２ブロック排水処理設備改修工事
＜令和３年度実績＞南本牧排水処理設備改修工事
＜令和４年度実績＞未実施　※工事時期見直しにより未実施
＜令和５年度見込＞南本牧排水処理設備改修工事
＜令和６年度見込＞南本牧排水処理設備改修工事事業スケジュール

平成12年度事業開始年度

1
5年度6年度

南本牧排水処理設備等改修工事
細事業(事業内訳） 1              1,460              2,246                ▲786 工事内容見直しによる減

             1,460              2,246                ▲786

6処分地管理課資源循環局

一般会計

秋山 高広 齋藤 隆 中林 めぐみ



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等維持事業

10 19 99

事業名称

歳出予算科目

           107,599令和6年度             34,751                  0             72,848                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

           120,717

            ▲13,118

            25,400

            ▲25,400                   0

                 0

                   0

            95,317

            ▲22,469

           114,900            112,900

           106,335

           107,599            107,599            107,599

                 0

           114,900

           112,245

           112,102

           112,900

           106,213

            72,848             72,848             72,848

                 0

              34,751

戸塚区品濃町最終処分場（以下「処分場」という。）では、産業廃棄物処分業者が許可容量を大きく超える産業廃棄物の処分を行った
ことにより、生活環境の保全上の支障のおそれが生じています。そのため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の８に基づき、
行政代執行を進めます。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理     適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理
最終処分場

実績           実施           実施

          維持          維持          維持              維持          維持          維持          維持

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

周辺河川の水質保全

          達成          達成実績

地下水汚染拡散の抑制及び浸出液並びに猪久保トンネル排水の浄化のため、処分場内外に設置されている井戸で汚水くみ上げ等の適切
な維持管理を行います。
なお、くみ上げた汚水は、浸出水処理設備で浄化し、下水道に放流します。

事業目的

処分場では、遮水が一部不十分であるため、浸出液が周辺地下水へ漏出しています。そのため、地下水汚染が拡散するおそれがあり、
生活環境の保全上の支障のおそれが生じています。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（令和５年３月31日失効）

平成17年　行政代執行の方針を決定
平成20年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣同意取得
平成25年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣変更同意（１回目）
平成30年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣変更同意（２回目）
　　　　　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画書根拠・データ等

平成20年度　　　　　　　事業開始
平成20年度～平成26年度　擁壁設置工、廃棄物整形工、汚水対策工の実施
平成21年度～平成24年度　廃棄物処分の実施
平成30年度　　　　　　　ほう素処理対策の導入
平成20年度～　　　　　　施設運転管理・モニタリングの実施事業スケジュール

平成20年度事業開始年度

1
5年度6年度

戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等維持事業
細事業(事業内訳） 1            107,599            120,717             ▲13,118 浸出水処理施設躯体工事終了による減

           107,599            120,717             ▲13,118

7事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

田島 禎之 田中 淳一 池田 雅裕
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